
市川市介護サービス事業者等監査実施要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第４２条第４項、第４２条の３第３項、第４５条第８項、第４７条

第４項、第４９条第３項、第５４条第４項、第５４条の３第３項、第５７

条第８項、第５９条第４項、第７６条第１項、第７８条の７第１項、第８

３条第１項、第９０条第１項、第１００条第１項、第１１４条の２第１項、

第１１５条の７第１項、第１１５条の１７第１項、第１１５条の２７第１

項及び第１１５条の４５の７第１項並びに健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法

（以下「旧法」という。）第１１２条の規定に基づき、介護保険に係るサー

ビス事業者及び介護保険施設の開設者等（以下「サービス事業者等」とい

う。）に対して、市が行う監査について、必要な事項を定めるものとする。 

（監査方針）  

第２条  市長は、サービス事業者等に対して行う介護給付、予防給付及び第

１号事業支給費（以下「介護給付等」という。）の支給に係るサービス（以

下「介護給付等対象サービス」という。）の質の確保及び介護給付等の支給

の適正化を図るため、事実確認を適切に行い公正かつ適正な措置をとるこ

とを主眼として監査を実施するものとする。  

２  市長は、介護給付等対象サービスの内容及びサービス事業者等からの介

護給付等に係る費用（以下「介護報酬」という。）の請求の内容に関し、法

に定める勧告、命令、指定の取消し、期間を定めた指定の全部若しくは一

部の効力の停止の要件に該当する場合若しくは市川市基準該当居宅サービ

ス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則（平

成１２年規則第２号。以下「基準該当事業者等登録等規則」という。）に定

める登録の取消し又は介護報酬の請求の内容について不正若しくは著しい

不当（以下「指定基準違反等」という。）が疑われる場合において、事実関



係を的確に把握した上で、監査を実施するものとする。  

３  市長は、介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者（以

下「利用者等」という。）について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）（以下「高齢者虐待

防止法」という。）に基づき、市長が虐待の認定を行った場合若しくは高齢

者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑い

があると認められる場合（以下「人格尊重義務違反」という。）において、

事実関係を的確に把握した上で、監査を実施するものとする。  

（監査の対象）  

第３条  この要綱において必要な事項を定める監査の対象は、次に掲げるサ

ービス事業者等とする。  

⑴  法第８条第２５項に規定する介護保険施設及び旧法第４８条第１項第

３号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者等  

⑵  法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者  

⑶  法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者  

⑷  法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者  

⑸  法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者  

⑹  法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事

業者  

⑺  法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者  

⑻  法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業を行う

指定事業者  

⑼  法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業を行う

指定事業者  

⑽  居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う者  

⑾  第１号から第７号までに掲げるものに係る特例によりサービスを行う

もの  

（監査の対象の選定基準）  



第４条  市長は、前条各号に掲げるサービス事業者等について、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める情報を踏まえて監査の対象を選定す

るものとする。  

⑴  要確認情報  次に掲げる情報  

ア  通報、苦情、相談等に基づく情報  

イ  国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）、地域包

括支援センター等へ寄せられる苦情に関する情報  

ウ  国保連合会及び保険者からの通報情報  

エ  介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者に関す

る情報  

オ  法１１５条の３５第４項の規定に該当する報告の拒否等に関する情

報  

カ  市長が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者

虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている

疑いがあると認められる情報  

⑵  運営指導において確認した情報  法第２３条及び旧法第２３条並び

に市川市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則（平成２

８年規則第１２号。以下「総合事業実施規則」という。）第１２条の規

定による文書の提出等を受けて指導を行った際に市が確認したサービ

ス事業者等に係る指定基準違反等及び人格尊重義務違反の情報  

（監査の実施方法）  

第５条  市長は、指定基準違反等及び人格尊重義務違反の事実の確認につい

て必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳

簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に

関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の運営に係る場

所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査（以下「実

地検査等」という。）を行わせるものとする。  

２  市長は、監査の実施にあたっては次の各号に掲げる区分に応じて情報提



供等を行う。  

⑴  指定の権限があるサービス事業者に対する監査  市長は、監査の実施

に当たっては事前に、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密着型

サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等の場

合は当該事業者を指定している全ての市区町村長に情報提供を行い、必

要に応じ同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。  

⑵  指定権限等が都道府県にあるサービス事業者に対する監査  市長は、

指定又は許可の権限が都道府県にある指定居宅サービス事業者等、指定

介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、介護医療院開

設者等、指定介護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事

業者等（以下「都道府県指定サービス事業者」という。）について、監

査を行う場合、都道府県知事に対し事前に実施する旨の情報提供を行い、

連携を図るものとする。なお、都道府県指定サービス事業者の介護給付

等対象サービスに関して、複数の市区町村に関係がある場合には、都道

府県が総合的な調整を行うものとする。  

３  市長は、監査により都道府県指定サービス事業者に指定基準違反等及び

人格尊重義務違反があると認めるときは、文書により都道府県にその旨の

通知を行うものとする。この場合において、都道府県と市が同時に実地検

査等を行ったときは、当該通知を省略することができる。  

（監査結果の通知等）  

第６条  市長は、実地検査等を実施したときは、その結果を後日文書により

サービス事業者等に対し通知するものとする。  

２  前項の規定により実地検査等の結果を文書で通知されたサービス事業者

等は、当該通知を受けた事項に係る対応について、当該通知を受けた日か

ら起算して１月以内に市へ報告するものとする。  

３  監査の実施後に次条の規定による行政上の措置を行う場合については、

前２項の規定は、適用しない。  

（行政上の措置）  



第７条  監査の実施後に行う行政上の措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。  

⑴  勧告  次に定めるとおりとする。  

ア  市長は、サービス事業者等が市川市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例

第３８号）、市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成３０年条例第３０号）、市川市指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第３９号）、市川市

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例（平成２６年条例第４１号）又は市川市介護予防・日常生活

支援総合事業の第１号訪問事業及び第１号通所事業に係る人員、設備

及び運営並びに第１号訪問事業及び第１号通所事業に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成２８年告示第１０９

号）で定める人員、設備及び運営に関する基準に違反したことを確認

した場合又は人格尊重義務違反を確認した場合は、法第７８条の９第

１項、法第８３条の２第１項、法第１１５条の１８第１項、法第１１

５条の２８第１項又は法第１１５条の４５の８第１項の規定に基づ

き、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を

遵守すべきことを勧告するものとする。  

イ  アの規定による勧告を受けたサービス事業者等は、期限内に文書に

より当該勧告に係る対応を市長に報告するものとする。  

ウ  市長は、アの規定による勧告を受けたサービス事業者等が当該勧告

に従わなかったときは、その旨を公表できるものとする。  

⑵  命令  次に定めるとおりとする。  

ア  市長は、前号アの規定による勧告を受けたサービス事業者等が正当



な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第７８条の

９第３項、法第８３条の２第３項、法第１１５条の１８第３項、法第

１１５条の２８第３項又は法第１１５条の４５の８第３項の規定に基

づき、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る

措置をとるべきことを命令するものとする。  

イ  市長は、アの規定による命令をした場合には、その旨を公示するも

のとする。  

ウ  アの規定による命令を受けたサービス事業者等は、期限内に文書に

より当該命令に係る対応を市長に報告するものとする。  

⑶  指定の取消し等  市長は、監査を行ったサービス事業者等に係る当該

監査の結果が法第７８条の１０各号、法第８４条第１項各号、法第１１

５条の１９各号、法第１１５条の２９各号法第１１５条の４５の９各号

又は基準該当事業者等登録等規則第１３条各号のいずれかに該当する

と認める場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、

期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止し、又は登録を

取り消すものとする。  

⑷  行政上の措置の公表等  市長は、前号の規定による指定の取消し等の

処分を行ったときは、法、総合事業実施規則、又は基準該当事業者等登

録等規則の規定に基づき、速やかに、その旨を公示するものとする。こ

の場合において、法第７８条の１１第４号、法第８５条第３号、法第１

１５条の２０第３号、法第１１５条の３０第３号、総合事業実施規則第

１１条第１項（法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合

に限る。）又は基準該当事業者等登録等規則第１４条第３号に該当する

場合は、その旨を千葉県知事に対し届け出るものとする。  

（検討委員の設置等）  

第８条  市長は、前条に定める行政上の措置の是非及びその程度を決定する

ため、必要に応じ、サービス事業者等に対する行政上の措置検討委員（以



下「検討委員」という。）に意見を述べさせることができる。  

２  検討委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。  

 ⑴  介護福祉課長  

 ⑵  地域支えあい課長  

 ⑶  障がい者支援課長  

３  検討委員は、その良心に基づき、市民及び被保険者の介護保険制度に対

する信頼を考慮して意見を述べるものとする。  

４  検討委員は、やむを得ない理由により評価に出席できないときは、当該

検討委員が指名する者をもって職務を代理させることができる。  

５  市長は、必要に応じ、検討委員に合議させることができる。  

６  前項の場合において、介護福祉課長は、会議を統括し、これを代表する。  

７  検討委員に関する事務は、福祉政策課が行う。  

（聴聞等）  

第９条  市長は、監査の結果、サービス事業者等が第７条第２号に規定する

命令又は同条第３号に規定する指定の取消し等（以下「取消処分等」とい

う。）の要件に該当すると認める場合は、取消処分等の名宛人となるべき者

に対して、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条の規定に基づき

聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。  

２  前項の聴聞は、障がい者支援課長が主宰する。ただし、障がい者支援課

長がやむを得ない理由により聴聞を主宰できないときは、障がい者支援課

長が指名する者をもって代理させることができる。  

３  市長は、実地検査等が行われた日（以下、この条において「検査日」と

いう。）から１０日以内（以下、この条において通知可能期間という。）

に、検査日から起算して６０日以内の特定の日を聴聞決定予定日として通

知することができる。ただし、通知可能期間中に、取消処分等の要件に該

当すると認める場合又は該当する可能性が高いと認める場合は、これを通

知するものとする。  

（経済上の措置）  



第１０条  監査の実施後に行う経済上の措置は、次に定めるとおりとする  

⑴  市長は、取消処分等（命令を除く）を行った場合は、当該取消処分等

の対象となったサービス事業者等が法第２２条第３項に規定する偽り

その他不正の行為により介護報酬の支払いを受けている場合には、その

支払った額につきその返還させるべき額を不正利得とし、原則として、

法第２２条第３項の規定により当該返還させるべき額に１００分の４

０を乗じて得た額を支払わせるものとする。  

⑵  市長は、上記⑴の不正利得については、当該支払いに関係する保険者

に対して当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。  

（関係機関等との連携）  

第１１条  市長は、効果的かつ効率的な監査を実施するために、都道府県、

他の市区町村及び国保連合会と連携を図るものとする。  

２  市長は、監査の実施状況について、必要に応じて、厚生労働省及び千葉

県に報告するものとする。  

（情報提供）  

第１２条  市長は、実地検査等の結果の通知、勧告及び命令を行った場合は、

その内容についてサービス事業者等の事業活動区域に所在する他の市区町

村へ情報提供を行うものとする。  

（補則）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

附  則  

 この要綱は、平成２０年１月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成２２年３月２６日から施行する。ただし、改正後の第１

条、第６条第２項、第８条第１号ア及び第１１条第３号の規定は、平成２１

年４月１日から適用する。  

附  則  



この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成２９年７月７日から施行する。  

  附  則  

この要綱は、平成３０年１０月１６日から施行する。  

 附  則  

この要綱は、令和３年３月１９日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和４年１１月１５日から施行する。  

 


